
（別記） 

令和４年度大蔵村農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

   

大蔵村の全水稲の作付面積は 497haで、転作作物の作付面積は 164haであり、加工用米等の非主食

用米、そば、野菜等が中心となっている。本村では、法人化や農地の集積が進んでいるが、農業者の

高齢化が進んでおり、担い手の確保等が必要である。また、主食用米の需要量が減少しており、産地

による需要に応じた米の生産と販売が課題となっている。 

  需要に応じた米の生産と販売を推進するため、関係機関との連携を図り、非主食用米や高収益作物

等を中心に転換を促進する必要がある。 

 

２ 高収益作物の導入や転作作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

 

  取組方針として、村重点振興作物、村振興作物、山菜振興作物、振興作物を設定し、産地交付金 

 を有効的に活用しながら、収益性がある高収益作物等に転換を促す。 

  収益力強化にむけて、産地化が図られているトマトやネギを中心に主となる市場や関係機関と連携

を図り、「大蔵村産」のブランド力向上を目指すとともに、他の作物についても産地化を図り、農業所

得向上のため、作付けの転換を推進する。 

  また、観光地である肘折温泉の朝市において、山菜や野菜を中心に販売しており、観光と結びつい

た販売戦略をとることで「大蔵村産」の農産物について広く周知を行い、ブランド力向上と付加価値

の向上を図る。 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

 

  本村における農業経営は水稲を中心とした営農形態であり、水田面積に対する水稲の作付け割合 

 は 61％であるため、水田を維持するためにフル活用できる作物に取り組んでいく。しかし、本村にお

ける農業者の高齢化や後継者不足による荒廃農地の増加の阻止、米の需要に応じた生産を行っていく

ためにも、比較的省力的な畑作物を推進し、農地の保全等を図るためにも畑地化の検討は行っていく

必要がある。 

  一方で、畑作物のみを生産し続け、今後も水稲作に活用される見込みがない水田がないか点検を行

い、その点検結果を踏まえ、今後の水田の有効活用について農業者と話し合い、畑地化支援の活用を

促す。令和 3年度においては、畑作物のみを生産し続けている水田について、作付けしている農業者

と話し合いを行い、今後に向けて畑地化支援等の活用を検討した。 

  また、ブロックローテーションにおいては、気象条件、ほ場条件ともに不利であることから本村で

は取り組んでいない。将来を見据え、ブロックローテーション体系の構築のため、農業者や関係機関

と取り組みにむけて検討を行っていく。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

    本村の令和 3年度の主食用米作付面積は 400haである。全国的に主食用米の需要が減少傾向

であるが、本村の基幹作物である米の維持・拡大を図るため、売れる米づくりの実践として、

棚田米や特別栽培米の「ブランド米」を確立させ、農業者の生産意欲の高揚に努める。また、



基盤整備事業については、平成 24年度から区画ごとに実施されており、今後も事業が計画され

ている。稲作に係る低労力・低コスト化を図り、米の生産に努める。 

 

（２）備蓄米 

    政府備蓄米の動向に注視し集荷業者と連携を密にし、需要に応じた米の生産と販売を行うため、

引き続き取り組みを図っていく。 

 

（３）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 

     主食用米の需要減が見込まれる中、産地交付金や追加配分を活用し多収栽培技術や多収品種

の導入により生産を拡大していく。また地区内外の畜産業者等と連携し流通の拡大を図る。 

   

イ 米粉用米 

     取り組みなし。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

     国内の主食用米の需要減が見込まれる中、産地交付金を活用し将来へ向けた取り組みとして、

今後の需要が見込まれる新たなマーケットの拡大を図っていく。 

   

エ WCS用稲 

     本村では、酪農農家が中心となり WCS用稲に取り組む農家がでてきている。今現在は、村内

のみでの取り組みとなっているが、今後は村内外の畜産農家と連携し取り組みの拡大を図って

いく。 

   

オ 加工用米 

     産地交付金を活用しつつ、集荷業者等と加工用米の需要の状況にあった生産の拡大と安定取

引の推進及び低コスト化生産のため栽培技術等の向上を図る。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

    麦については、取り組みなし。令和 3年度の水田への大豆の作付面積は 0.6ha、また、飼料用

作物は 0.9haである。大豆は生産が少ないのが現状であるが、実需者と連携を密にし、現在の

栽培面積を維持していく。また、飼料用作物については実需者と連携し維持・拡大を図ってい

く。 

 

（５）そば、なたね 

    令和 3 年度の水田へのそばの作付面積は 43ha である。省力的な作物ではあるが、生育は気象

変動に左右されやすく、排水対策等の技術的課題がある為、排水対策等の実施を図ると共に実需

者との契約に基づき、現行の栽培面積を維持・拡大を図る。 

なたねについては、取り組みなし。 

 

（６）地力増進作物 

    取り組みなし。 

 

（７）高収益作物 

 

ア 村重点振興作物 

     トマト、ニラ、ネギ、ピーマン、たらの芽、キュウリ、リンドウ、ししとうで産地化を推進



しており、銘柄が確立されている品目もある。これらの作物を産地化の確立・農業所得の向上

を図るために、産地交付金を活用し、転換を促していく。 

 

イ 村振興作物 

     ナス、カボチャ、大根、シソ（大葉）、サトイモ、アスパラガスを村振興作物に選定し、大蔵

村農産物加工施設と連携し、産地交付金を活用しながら、転換を促していく。 

 

ウ 山菜振興作物 

     うど、わらび、たけのこ、フキ、ふきのとう、ウルイを山菜振興作物に選定する。山間部を

中心に水田への山菜等の作付けが増えてきており、中山間地域である本村の農地を維持するこ

とや６次産業化を視野に入れ、産地交付金を活用し転換を促していく。 

 

エ 振興作物 

     えだまめ、青サヤインゲン、トウモロコシ、ばれいしょ、ニンニク、食用菊、カブ、青サヤ

エンドウを振興作物に選定し、産地交付金を活用し、転換を促していく。 

本村には、湯治場として歴史のある肘折温泉があり「朝市」が名物となっている。朝市では

山菜や振興作物で選定している作物を中心に販売を行っている。観光と結びついた販売戦略を

とり、ブランド力向上を図る。 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  

別紙のとおり 
 

 ※ 農業再生協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。 


